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━６月期期末・勤勉手当及び令和８年度（2026年度）の欠員等について━ 

 

◎日時・場所 

 令和８年（2026年）６月 10日（水）午後３時 30分～午後５時（中央北生涯学習プラザ） 

 

◎交渉に先立っての発言（総務局長） 
 職員団体の皆様におかれては、昨今の人手不足や物価高騰などの厳しい社会状況の中、日頃から

それぞれの所属で、市政運営に尽力いただいていることについて、感謝申し上げる。 

 昨年の人事院勧告では一昨年に引き続く大幅な引上げ改定が示されたところである。その背景に

は、近年の社会動向による民間企業における賃上げや物価高の影響があるが、その一方で、連日の

報道にある国際情勢の不安定さも注視すべきものと考えている。 

また、生産労働人口の減少による人材獲得競争や人材の流動化が続く現状において、本市におい

ても人材確保に苦慮している状況にあるが、そのような中でも様々な市政課題を解決していかなけ

ればならない。そのためには労使が同じ方向で協議を継続していくことが重要であると考えている

ので、お願い申し上げる。 

 

◎今回の交渉の主な目的 

 令和８年（2026年）５月 27日に提出された 2026夏期一時金に関する要求書及び 2026欠員補充・

人員確保に関する要求書に対する回答を示すとともに、ボランティア活動参加に係る特別休暇の取

得要件の拡充等を提案するため、交渉の場を持った。 

 

◎組合への提案・回答 
（回答メモ）令和８年（2026 年）５月 27 日付け「2026 夏季一時金等に関する統一要

求書」に対する回答について 

別紙１ 

（回答メモ）令和８年（2026 年）５月 27 日付け「2026 欠員補充・人員確保に関する

要求書」に対する回答について 

別紙２ 

（提案メモ）ボランティア活動参加に係る特別休暇の取得要件の拡充について 別紙３ 

（提案メモ）勤勉手当における処遇反映の見直しについて 別紙４ 
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◎具体的な交渉内容 
１ ６月期期末手当及び勤勉手当等について 

 協議の要旨 

  ６月期期末・勤勉手当について、「算定基礎額の 2.67か月分プラス２万円」の組合からの要求

に対して、「定年前職員及び会計年度任用職員 2.325 月分、定年前再任用短時間勤務職員及び暫

定再任用職員 1.225月分」との回答を行った。 

 ⑴ 算定方法 

   期末手当：算定基礎額×支給月数×期間率 

   勤勉手当：算定基礎額×支給月数×成績率×期間率 

 ⑵ 算定基礎額 

   期末手当：給料月額＋扶養手当＋地域手当＋(給料月額×1.08×別に定める割合) 

   勤勉手当：給料月額＋給料月額×0.08＋(給料月額×1.08×別に定める割合) 

   ※ 別に定める割合：０％～10％（５級以下の行政職及び技能労務職給料表適用者の場合） 

 ※ ⑴・⑵のいずれにおいても定年前職員に対するもの 

組合の主張 当局の回答 

駐車場等に係る通勤手当について 

 通勤のために庁舎内に駐車している職員に対

して使用料を徴収している考えは何か。 

 

地方自治法や行政財産使用料条例の関係規定

を踏まえてのものになるが、市有施設の適正管

理の観点から、過去に労使協議も経た上で現在

の運用としているところである。 

 行政財産の使用許可に対する使用料はどのよ

うに算出されているのか。 

公有財産課が示す公有財産台帳登録価格に基

づき算出している。 

使用料の減免はあるのか。また、適用されて

いる職員はいるのか。 

他の公共施設で行われている障害者減免と同

様に、身体障害者手帳を有している職員にあっ

ては５割減免としている。 

 駐車場等に係る通勤手当が新設されたことで

実質的に使用料の負担がなくなったことは喜ば

しい一方で、共済掛金等の標準報酬月額の算定

には当該通勤手当も含まれるため、場合によっ

てはその等級が上がる可能性もある。使用料の

減免について、他市に見られるような柔軟な対

応を検討していただきたい。 

 他市の状況は参考の一つとなり得るものの、

過去の経緯経過を踏まえると見直しの可能性は

低いものと考える。 

再任用職員の処遇について 

 定年前職員や会計年度任用職員と支給月数が

異なる等、定年前再任用短時間勤務職員や暫定

再任用職員の期末・勤勉手当の支給額は低すぎ

る。シニア職員のモチベーション向上のために

も、支給月数を引き上げられないのか。 

 

再任用職員制度自体が従前より国家公務員に

準じたものとしているため、本市独自の見直し

というのは難しい。 
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 国準拠の姿勢は理解できるが、それだけでは

課題は解決されない。もっと踏み込んで国より

高い水準にすることはできないのか。人材確保

や定着に寄与するものと考えるが。 

 前年度よりも高い支給月数にて回答をお示し

できているのは、国に準じて給与改定を実施し

ていることによるものである。また、人材確保

や定着については当局も課題として認識してお

り、だからこそ初任給引上げや限定特別昇給等

を実施したところである。 

欠員が発生している再任用短時間勤務ポスト

について、専門性が見いだされれば非常勤行政

事務員ポストへの置き換えることができるか否

かに関して、個別に調整していくとの当局見解

を過去に確認しているが、この考え方は従前ど

おりということでよいか。 

その認識であり、特に技術職や福祉職といっ

た専門性の高い職種については、定数調整の中

で職務内容等を精査した上での置換えは可能と

考える。 

原局からの要望があれば、具体的な調整なし

で置換え可能としてもらいたい。 

置換えに当たっては、担う職務・職責を勘案

しながら精査する必要があるが、原局からの要

求には可能な限り応えていく考えである。 

法定設置資格職の処遇改善について 

 建築主事や電気主任技術者だけでなく、他の

法定設置資格職にも処遇改善を拡大する考えは

ないか。 

 

既に処遇改善を実施している両資格職につい

ては、実務上の責任において、同一等級の他の

職員には見受けられないような特殊な役割を担

っていることが認められるため、役職者加算の

上乗せを実施しているものである。法律上で設

置が義務付けられていることのみをもって、同

種の措置を実施することまでは考えていない。 

 ３％の加算では担い手の確保につながってい

ない。もう少し加算を引き上げることはできな

いか。 

 意見として聞いておく。 

 建築主事や電気主任技術者の補職発令がされ

ている場合は、会計年度任用職員であっても役

職者加算の上乗せはあるのか。 

 まずは、そうした補職発令を会計年度任用職

員に対しても行うことができるかどうかについ

て、担う職務・職責を踏まえながら判断する必

要があるものと考える。 

課題解決への方向性 

  引き続き協議していくこととした。 

 

２ 令和８年（2026年）４月１日時点の欠員の状況について 

 協議の要旨 

  令和８年（2026 年）４月１日現在で欠員が生じている職場がある。その対策手法等について、

具体的な協議を行った。 
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組合の主張 当局の回答 

欠員の状況について 

組合としては４月１日時点で 141 人の欠員が

生じていたという認識であるが、現時点で欠員

状況に変化はあるか。 

 

６月１日時点で 67 人（常勤職員 31 人、再任

用短時間勤務職員７人、非常勤行政事務員 29

人）と把握している。 

依然として欠員が生じているということであ

るが、改善に向けてどのように取り組んでいく

のか。 

今年度向けの採用において諸事情により配置

に至っていない者がいるので、いわば後倒し採

用として速やかに配置していく。また、これか

ら実施する採用試験においては、できる限り前

倒しでの採用に努めていく考えである。その際

には、自己都合退職者や男性の育児休業者が増

えていることにも意を用いていきたい。 

当局の考える自己都合退職の増加要因は。 本市に特有のものでないようではあるが、年

齢で見ると、結婚や出産等のライフイベントが

起きやすい 30代で増加している。 

今後、どう改善していくか。  アンケートの結果では、給与に不満を感じる

退職者の割合は少ない。職員が望むキャリアパ

スをできる限り実現できるような取組に注力し

ていきたい。 

組合としては、給与も重要な判断要素と考え

る。また、働きやすさの観点からも、和式トイ

レの洋式化等、職場環境の整備についても前向

きに検討してもらいたい。 

 職員に働きやすいと感じてもらえるよう、ま

た、求職者に本市が選ばれるよう努めていきた

い。 

人材確保について 

遠方からでも本市が選ばれるように、市営住

宅の空室を採用者に貸与することはできないの

か。阪神バスとの間で同種の取組を実施してい

るのであるから、実現できるのでは。 

 

 面白い取組であるとは思うが、市民感情も踏

まえて慎重に検討する必要がある。 

市営住宅に市職員が在住すれば、その地域の

活動に積極的に参画することにもつながり得

る。市としても十分にメリットがあるのではな

いか。 

 意見として聞いておく。 

採用試験において、事務職採用に短大卒を新

たに追加する等、人材確保のための募集要件の

緩和について、引き続き検討してもらいたい。 

 応募人数の増加に資する取組については、引

き続き検討していく考えである。 

 課題解決への方向性 

  引き続き協議していくこととした。 
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３ ボランティア活動参加に係る特別休暇の取得要件の拡充について 

協議の要旨 

  提案メモを示した上で、具体的な協議を行った。 

組合の主張 当局の回答 

今回の取得要件の拡充が民生委員・児童委員

及び保護司に対象を限定している理由は。 

これらの職の担い手不足が深刻化しているこ

とを背景に、国においても働きながら両立でき

るような体制整備が地方公共団体や事業主に対

して呼び掛けられている。また、対象とした活

動は公共性が高く、これらの活動に従事するこ

とが職員の業務に寄与するものと考えられるた

め、今回の見直しに至ったものである。 

担い手不足という点でいえば、その他の社会

貢献活動も同様の課題を持っているかと思う。

例えば町内会活動についても、拡充の対象に含

める考えはないのか。 

従前のボランティア活動参加に係る特別休暇

は被災者、障害者、高齢者等に対する無償の援

助活動に対象を限定していることに鑑みると、

担い手不足という理由だけをもって、その取得

要件をみだりに拡大すべきではないものと考え

る。 

民生委員・児童委員や保護司は無償というこ

とでよいのか。 

いわゆる活動費のような実費弁償分の支給は

あるものの、給与については支給しないものと

されている。 

こちらが要求する社会貢献活動は全て対象と

するよう、今回の拡充にとどまらず、今後も引

き続き検討されたい。 

従前の取得要件とのバランスを踏まえつつ検

討していきたい。 

民生委員・児童委員に「類する活動を含む」

とあるが、その趣旨は。 

本市における民生・児童協力員のような民生

委員の補助的役割を担う活動も含むものとして

いる。自治体によってその名称が変わることを

理由に、このような表現としたものである。 

 本特別休暇の取得に当たっては、休暇申請の

ために事前に合議書・計画書の提出を要するも

のとなっているが、今回の拡充対象において

は、突発的な活動が必要となるケースも想定さ

れる。初回の申請以後は合議を必要としない

等、申請方法についても柔軟に見直しを行って

もらいたい。 

 有給の休暇である以上、挙証資料の提出を省

略することは難しいと考えるが、申請方法の簡

素化等は検討していきたい。 

 課題解決への方向性 

  引き続き協議していくこととした。 
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４ 勤勉手当における処遇反映の見直しについて 

協議の要旨 

  提案メモを示した上で、具体的な協議を行った。 

組合の主張 当局の回答 

 見直しに至った背景は。 先日の人事制度小委員会において協議した指

導観察制度全体の見直しに合わせたものとなる

が、公正性・透明性の確保の観点から今回の提

案を行うものである。 

従前どおりＣ、Ｄ評価に分布率を設けないと

いう認識でよいか。 

その認識で差し支えない。 

 課題解決への方向性 

  引き続き協議していくこととした。 

以 上 

 （給与課） 
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   令和８年（2026年）５月 27日付け「2026夏季一時金等に関する統一要求書」に対す   

る回答について（メモ） 

R８.６.10  

 

１ 令和８年（2026年）６月に支給する期末手当及び勤勉手当について 

  尼崎市職員の給与に関する条例等の規定に基づき支給する。 

  支給日は、令和８年（2026年）６月 30日 

  なお、非常勤行政事務員については、尼崎市嘱託職員労働組合に回答する。 

 ＜ 参考 ＞ 

 期末手当 勤勉手当 合 計 

定 年 前 職 員 

会計年度任用職員 
1.2625月 1.0625月 2.325月 

定年前再任用短時間勤務職員 

暫 定 再 任 用 職 員  
0.7125月 0.5125月 1.225月 

 

２ 基本事項にかかる一時金交渉・労働条件等は、地公労共闘会議と交渉に付し、各単組課題等

においては各単組交渉において解決を図ることについて 

  勤務条件等に係る交渉については、しかるべき当事者にて対応していくべきものと考えてい

る。 

 

 ⑴ 官公庁職場の駐車場使用料金負担と駐車場手当について 

   実質的使用料負担が駐車場手当と相殺される官公庁職場の駐車場使用料については、使用

料そのものを０円とすることについて 

   通勤のため庁舎内に自動車を駐車する場合には、市有施設の適正管理の観点から、行政財

産の使用許可として使用料を徴収しているところである。 

 

３・４ 職務加算を撤廃し、算定基礎加算を改善すること、及び、給与制度に伴い発生する賃金

実費負担を解消し、実費負担分を「役職者加算」として補填するほか、50 歳以上 10％を復元

することについて 

  現行どおりとする。 

  なお、算定基礎額の詳細については、別記のとおり。 

 

５ 勤勉手当の成績率による支給を行わず、全額期末手当とすることについて 

  現行どおりとする。 

 

６ 慢性的欠員職場、育児・介護休業等取得により職員配置がなされない所属員に対し、算定基

礎加算を措置することについて 

  期末手当及び勤勉手当の算定基礎については現行どおりとし、育児休業等により欠員の生じ

別紙１ 
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ている職場に対する応援体制や、業務上の負担に応じた処遇の在り方に関しては、導入に向け

た検討を引き続き行うとともに、欠員の解消に向けて引き続き努めていきたい。 

 

７ 新入職員の支給率の改善をはかることについて 

  現行どおりとする。 

 

８ 諾否期限 

  令和８年（2026年）６月 23日 

以 上   

（給与課） 
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【別 記】 算定基礎額（行政職給料表適用者及び技能労務職給料表適用者） 

 

  期末手当：給料月額＋扶養手当＋地域手当＋(給料月額×1.08×別に定める割合) 

  勤勉手当：給料月額＋給料月額×0.08＋(給料月額×1.08×別に定める割合) 

 ※ 別に定める割合は、次表のとおりとする（暫定再任用職員、定年前再任用短時間勤務職員

を含む。）。 

区 分 割 合 

課長補佐、係長、技能長及び作業長 10％ 

主任・作業主任 

３級の者のうち当年度４月１日現在 30歳以上のもの 
５％ 

上記以外の者 ０％ 

  ※ 基準日時点において建築主事及び電気主任技術者の補職が発令されている職員にあって

は、別途３％を加えた率 

 

 （参考：令和８年（2026年）６月期支給額等） 

区 分 定年前職員 再任用（フル） 再任用（短時間※1） 

平均支給額 862,849 円 367,409 円  290,412 円  

(算定基礎額※2) （367,933円） （299,927円） （237,072円） 

前年度実績 830,449 円 352,604 円  277,054 円  

(算定基礎額※2) （357,612円） （292,552円） （230,387円） 

対前年比 
32,400 円  14,805 円  13,358 円  

（3.9％増） （4.2％増） （4.8％増） 

  ※１ 定年前再任用短時間勤務職員を含む。 

  ※２ 期末手当算定に係る額 

  平 均 年 齢 39歳 11 月 （前年同期 39歳８月） 

  平均勤続年数 14 年１月 （前年同期 14 年３月） 
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   令和８年（2026年）５月 27日付け「2026欠員補充・人員確保に関する要求書」に対す 

   る回答について（メモ） 

R８.６.10  

要 求 内 容 回 答 

１ 2026 年度の欠員状況を早急に解消すること。 

 

 

 

 

 

 

２ 慢性的に欠員を発生させている福祉関連行政事務

員については、労使検討委員会の議を踏まえ早急に

労働条件改善策を講じ欠員解消を図ること。また、

担い手、費用対効果についても検証し、常勤職化も

含めた対応策を講じること。 

 

 

 

 

 

 

３ 事務事業の増加や多様な市民ニーズに応えるため

にも、スキルの伴わない業務委託を前提とした「地

方行革」を行なわず、職員スキルを一定担保した上

での再構築化と専門スキルの向上が図れる直営職場

とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少により、人材

確保の難しさは年々増してきていると認識している。 

  こうした中、今年度に生じている欠員状況を踏ま

え、様々な人材確保策を講じているところであり、前

倒し採用を積極的に行う等、可及的速やかに解消でき

るよう、不断の努力を重ねていく。 

 

２ 非常勤行政事務員については、各所属において募集

を行い、人員確保に努めているところであるが、採用

基準を満たす応募者の確保が難しい場合や、採用決定

後の辞退などもあり、欠員が生じている状況である。

引き続き福祉局との協議の場を活用しつつ、その場の

意見を踏まえた改善策の実施等を検討していく。 

  なお、非常勤行政事務員については、担うべき業務

の専門性などの性質に着目し、配置しているところで

あり、欠員が生じていることのみを理由とする常勤職

員化は考えていない。 

 

３ 今後の急速な少子高齢化の進展に伴う社会的ニーズ

の量の拡大と多様化に対応していくため、平成 27 年

（2015 年）10 月 20 日付け「今後の超少子高齢社会に

対応するための行政執行体制の在り方について」に基

づき、各課で行われている事務事業については、原則

として全ての課の業務を対象に業務の分析を行い、効

率的な業務執行体制の構築に向けた検討を行うととも

に、行政でなければ執行できない業務を除き、基本的

にアウトソーシングを導入する方向で検討を行うこと

としている。 

  また、職員のノウハウの維持、業務の継続性の確

保、コストの妥当性等の課題に適切に対応できるよ

う、令和６年度（2024 年度）に「尼崎市業務見直しガ

イドライン」を改定し、加えて職員がより理解を深め

ることができるよう、その詳細を解説した「尼崎市業

務見直しガイドライン（職員解説版）」を令和７年度
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要 求 内 容 回 答 

 

 

 

 

 

４ 慢性的な長時間残業の解消および法外な長時間残

業を発生させている実態に対し、使用者責任の明確

化と不足人員を配置すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 技術職員の確保が困難な中、本市における人材確

保策は、尼崎在住職員を一定確保する観点からも、

尼崎オリジナルの人材確保のための有効策を早急に

示すこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2025 年度）に策定し、全庁において活用できる環境

を整えたところである。引き続き、本ガイドラインを

適切に活用し、職員のノウハウを維持しながら、効果

的・効率的な業務執行体制の構築に努めていく。 

 

４ 本市の厳しい財政状況や少子高齢化が進む中でも、

持続可能な執行体制を構築するため、職員数に合わせ

た業務量の調整を行いつつ、それぞれの職場における

業務の性質や量、繁閑などを踏まえた定数管理を行っ

た上で人員配置に努めており、引き続き、適切な人員

体制の整備について検討していく。また、超過勤務の

縮減についても、更なる ICT 化の推進等により業務効

率性の向上に努めるとともに、上限違反が常態化して

いる所属を中心に、所属長や各部局企画管理担当課を

交えたヒアリング等を通じて長時間勤務の原因の特定

や、その解決策について検討を進めていく。 

 

５ 土木職をはじめとした技術職の人材確保は、全国的

にも難しくなっている。技術職の応募者を増やすため

の取組として、専門課程の履修科目数や資格要件の緩

和・高卒新卒技術職区分の拡充といった取組を令和７

年度（2025 年度）から実施している。 

また、転職者の応募が増えている状況を踏まえ、通

年採用の実施や２級からスタートできる区分の新設な

ど、転職者にとって魅力的な取組を新たに実施するほ

か、令和６年度（2024年度）から開始した平日の夜間

や週末の枠も活用したオンライン面接を引き続き実施

する等、働きながら転職を目指す方にも寄り添った取

組を進め、その結果として、昨年度の技術職の採用数

については、前年比 1.5 倍となり、他都市との人材獲

得競争が激しい中で、一定の成果につながっていると

認識している。 

なお、市内居住職員を一定確保していくことが望ま

しいことは認識していることから、採用試験合格者に

対し、説明会など機会を捉えて市内居住を PR してい

るところであり、今後も引き続き職員の市内居住を促

していく。 
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要 求 内 容 回 答 

６ 産休・育休における代替職員の正規補充を早急に

行うこと。また、部分休業・時短勤務・療養休暇等

を取得する者が１カ月以上発生する所属に存在する

場合、欠務時間に見合った臨時職員・正規職員を配

置するほか、業務フォローの負担軽減に寄与した諸

手当整備を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 危機管理運営上必要な、即時対応できる技能労務

職場の技術の伝承と職場活性化、直営力の保持を視

点に、事務転職問題と課題解決策のロードマップを

今年度中に完成させ、次世代型技能労務職のビジョ

ンを示していくこと。 

 

 

 

 

８ システム標準化にかかるベンダー人材・スキル不

足に伴う所属負担の軽減を図り、同期間内の根本定

数を見直し充実させること。 

６ 育児休業者の代替については、阪神間では先進的な

取組として、可能な限り常勤職員を基本とする対応を

行うこととしており、翌年度の採用者数に極力反映す

るように努めているものの、男性の育児休業取得率及

び取得期間の向上等もあり、対応しきれていない状況

にある。引き続き、任期付職員の採用を含め課題解消

に努めていきたい。 

また、育児休業等を取得する職員の代替職員の配置

がない所属におけるフォローに対する手当について

は、近年増えつつある他都市事例等を踏まえ、その負

担が育児休業を理由としたもののみではないことを考

慮する等、本市の実情に合った制度導入に向けて引き

続き検討を進めていく。 

 

７ 民間事業者において担うことができる業務について

は、ICT の活用も含め、欠員等の状況も加味しつつ、

引き続きアウトソーシングを進めていく。 

  また、技能労務職場において培われてきた技術・知

識を生かし、伝承できるような体制の整備等について

は、令和７年（2025年）10月８日付け「転職制度等の

見直しについて（メモ）」の内容を基に、現業評議会

や関係部局と協議しながら検討していく。 

 

８ 国のシステム標準化対応に伴う人員配置について

は、システムの移行時期や各業務への影響等を踏ま

え、個別に定数調整を行っているところであり、引き

続き、各職場の実態を把握しながら適切な執行体制の

確保に努めていく。 

以 上   

（給与課）  
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ボランティア活動参加に係る特別休暇の取得要件の拡充について（メモ） 

 

R８.６.10  

 

１ 趣旨 

  地域社会の推進に必要とされる民生委員・児童委員及び保護司の担い手不足が深刻化してい

ることを背景に、地方公共団体や事業主に対して働きながら両立できるような体制整備が求め

られている。加えて、これらの活動は公共性が高く、当該活動に従事することが職員の業務に

寄与すると考えられる。これらの点を踏まえ、自発的にかつ報酬を得ないで行う社会貢献活動

（ボランティア活動）参加に係る特別休暇の取得要件を拡充し、より働きやすい職場環境を整

備するもの。 

 

２ 内容 

  ボランティア活動参加に係る特別休暇の取得要件に、民生委員・児童委員（当該委員に類す

る活動を含む。）及び保護司の活動（専ら親族に対する支援となる活動を除く。）に従事する

場合を追加するとともに、当該要件による休暇の取得に当たっては、取得単位を１日又は１時

間とする。 

 

３ 実施時期 

  令和８年（2026年）７月１日 

 

４ 諾否期限 

  令和８年（2026年）６月 23日 

 

  以 上  

   （給与課）  

別紙３ 
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勤勉手当における処遇反映の見直しについて（メモ） 

R８.６.10  

 

１ 趣旨 

  適切な処遇反映を実施するため、マイナス評価を受けた職員の勤勉手当の成績率を見直すも

の 

 

２ 内容 

  勤勉手当の成績率を次のとおり見直す。 

区 分 

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

極めて良好 特に良好 良好 
やや良好でな

い 
良好でない 

成績率 120％ 110％ 100％ 90％ 80％ 

分布率 

10％以内  

50％以上 

分布率を適用しない 

（指導観察制度により決

定） 
Ｓを含めて 40％以内 

  

３ 実施時期 

  令和 10 年（2028 年）６月の勤勉手当支給から適用 

 

４ 諾否期限 

  令和８年（2026 年）６月 23 日 

 

以 上   

（給与課）  

 

（参考）現行の勤勉手当における成績率 

区 分 

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

極めて良好 特に良好 良好 
やや良好でな

い 
良好でない 

成績率 120％ 110％ 100％ 
分布率を適用しない 

(指導観察制度により決定) 分布率 
10％以内  

50％以上 
Ｓを含めて 40％以内 
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